
議案第８８号 交野市教育センター設置条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

これまで、同じ施設内で交野市教育委員会事務局と連携しながら教育支援をしていた交野市
教育センターについて、交野市教育委員会事務局の移転にあわせ、旧交野市立交野みらい小学
校に移転したいため、条例を改正する。

２．条例改正の内容

条例で定める交野市教育センターの位置について、下表のとおり改正する。

位置区分

交野市私部二丁目２９番１号現在地

交野市郡津１丁目４３番１号移転先

◇位置（条例第２条関係）

参考資料 教育指導部学校教育課

３．施行日

規則で定める日



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和７年１２月定例会 

議案の 
件 名 

議案第８８号 
交野市教育センター設置条例の一部を改正する条例につ

いて 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 30 条の規定に基づき、教育、学習に関する調査

研究及び開発並びに活動支援を行うため、交野市教育センターの設置について定めたもの。 
 
 

 
 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
これまで、同じ施設内で交野市教育委員会事務局と連携しながら教育支援をしていた交野市教

育センターについて、交野市教育委員会事務局の移転にあわせ、旧交野市立交野みらい小学校

に移転したいため、条例で定める交野市教育センターの位置について改正を行うもの。 

 
 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
令和７年１０月２８日 市教育委員会定例会にて本条例改正内容について承認済み まちづくりの目標 

政策分野または経営方針 
施策 

目  標 １ みんなで子どもを育み、子どもがのびのびと学ぶまち 

分野・方針 ４ 教育環境 

施  策 安全・安心な教育環境の充実 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 規則で定める日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

教育指導部 学校教育課  有 ・ 無 （新旧対照表等） 

 



 

交野市教育センター設置条例（平成５年条例第７号）新旧対照表 

新 旧 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 交野市教育センター 名称 交野市教育センター 

位置 交野市郡津１丁目４３番１号 位置 交野市私部二丁目２９番１号 

 


